
令和8年度予算に係るまちづくり会議からの要望に係る回答一覧

地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

11 1 本大久保
大久保中央第3

町会

4トントラックの進

入禁止

京成大久保駅から市役所へ通じるバス通りは4トントラック通行禁止となっ

ているが、現実問題として4トントラックが進入し、道路添いの住宅の騒場

震動がひどい。通行停止の措置を取って欲しい。

他機関へ依

頼

交通規制につきましては、千葉県公安委員会の所管となりますことから所轄となる習志野警察署にご要

望をお伝えしたところ「許可していない車両につきまして、随時取り締まりを強化していきます。」と

の回答でありました。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

11 2 本大久保
大久保中央第3

町会
車道の拡幅

今回の法改正で自転車は車道を通行することになった。しかし京成大久保駅

から市役所へと通じるバス通りは狭過ぎて自転車の通行は危険である。車道

を拡幅できないか。

昨年度予算

で対応

車道の拡幅につきましては、用地取得等が必要となることから、早期の実現は困難な状況であります。

自転車の車道通行に対する車両への注意喚起のため、令和８年３月に電柱幕「自転車通行あり　接触

注意」を設置いたしました。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

11 3 本大久保
本大久保4丁目

あけぼの町会

本大久保4丁目12番

11号付近歩道拡

張・段差解消

本大久保4丁目12番11号東側(コンビニエンスストア前)丁字交差点内の、花

咲方面側歩道は幅が狭く、かつ、隣接する畑との段差があり、過去、当町会

住民も畑側に転落して救急車要請する事故が発生している。歩道幅拡張と段

差解消を要望する。

対応不可
歩道の拡幅につきましては、用地取得等が必要となることから、早期の実施は困難な状況であります。

このことから、令和８年度に畑の道路端部に着色し注意喚起を行ってまいります。
都市環境部 道路管理課

道路の維持管理、改善

等

11 4 本大久保
本大久保4丁目

あけぼの町会

埋蔵文化財調査室

（旧大久保保育園跡

地）の利用について

旧大久保保育園跡地は、現在、建物は埋蔵文化財調査室として利用している

が、旧庭園は使用されず門扉に鍵が掛けられ誰も入れない状態である。この

旧保育園園庭を公園として開放し、市民の憩いの場とするとともに、施設が

分断している東西の市道も歩行者が屋敷小学校に向かうメイン通りに行ける

様にしてほしい。現在、市と通行方法について協議中である。

その他

当該地を一般開放するために様々な安全対策が必要な状況があることから、まず、令和6年度に既設遊

具の撤去を行い、令和7年度に東側道路に出る階段の手摺の腐食を修繕しました。旧園庭を安全に通行

いただくためには、この他、路面や照明の整備等の安全対策も必要であることと併せて当該地は埋蔵

文化財調査室の敷地内であり、不定期に車両の通行や遺物・資機材の搬出入があります。このことか

ら、行政財産の一時使用申請に基づく暫定的な通行の許可について対応可能といたしました。

生涯学習部 社会教育課 その他

11 5 本大久保
本大久保3丁目

町会

贅沼放流幹線工事後

の梅林園の整備

鷺沼台4丁目の梅林園は以前市民の憩いの場として親しまれてきたが、鷺沼放

流幹線の工事のために敷地が使われ、長い期間公園としての機能が大きく損

なわれていた。工事の完成が近づいているが、多くの梅の木や設備は工事の

ため取り除かれており、残された既存の施設も老朽化が進んでいる。公園と

しての価値の維持のために十分な整備を行ってほしい。

その他

梅林園は、都市計画道路の事業用地として取得したものであり、都市計画道路の整備までの間、梅林園

として市民に楽しんでいただいていたものであり、公園としての位置付けはございません。現在、梅林

園内における鷺沼放流幹線下水道工事は完了いたしましたが、引続き都市計画道路の整備工事を予定

していることから、道路整備完了後につきましては、今後検討してまいります。

都市環境部

道路つくる

課(旧街路建

設課)

公園・街路樹の維持管

理、改良等

11 6 本大久保
本大久保3丁日

町会

都市計画道路3・

4・11号大久保鷺沼

台線進捗状況開示

都市計画道路3・4・11号大久保鷺沼台線は長い期間工事が止まっていて周辺

の住民は仮設の道路を利用している。できる範囲で進捗状況や工事完成の見

込みについて最新の情報を開示してほしい。市のホームページでは8回にわた

る事業計画の変更認可の記述があるが、それぞれの計画変更の内容が分から

ない。

今年度以降

の予算で対

応・検討

都市計画道路3・4・11号大久保鷺沼台線整備事業につきましては、鷺沼放流幹線整備事業との工程調

整により休工しており、現在は道路用地の取得を進めているところです。工事着工の見込みが明らかに

なりましたら、工事スケジュールや工事に伴う交通規制等について、広報やホームページにて市民の

皆さまにお知らせするほか、関連するまちづくり会議にてご説明いたします。

都市環境部

道路つくる

課(旧街路建

設課)

道路の維持管理、改善

等

都市環境部 都市再生課

11 8 本大久保
本大久保3丁目

町会

本大久保3丁目16番

いこいの広場の樹木

の剪定

本大久保3丁目16番公園予定地(通称いこいの広場)の樹木が近隣住宅の敷地

や公道の上にかかっている。当町会の関係者で剪定を行ったが、広場の東側

の木の隣家敷地へのはみだしと広場西側の桜の木の公道へのはみ出しは建物

や電線に接触する恐れがあり、至急対応が必要な状況である。敷地からはみ

出さない程度に枝を剪定して欲しい。

昨年度予算

で対応
近隣住宅の敷地や道路上に越境している箇所につきましては、令和8年2月に剪定いたしました。 都市環境部 公園緑地課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

11 9 本大久保
本大久保3丁目

町会

本大久保3丁目16番

いこいの広場の泥水

流出対策

本大久保3丁目16番公園予定地(通称いこいの広場)は、広場の北側及び南側

に隣接する民家それぞれと広場との間はブロック塀で仕切られている。長年

の降雨のためにいこいの広場の地面のレベルが変化してきており、北側2か

所と南側4か所の地点で広場の地面のレベルがブロック塀と同じ高さになっ

ている。現在、降雨のたびにこの6か所の地点から民家の敷地内に泥水が流

出している状況であるため、既設の塀の広場側に板を設置する等、降雨時の

泥水の流出を防ぐ対策をお願いしたい。

今年度予算

に計上
公園北側２箇所と南側４箇所の土砂の流出対策として、令和8年度に土留めを設置いたします。 都市環境部 公園緑地課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

11 10 本大久保
大久保中央第

二町会

車両との接触防止検

討依頼の件

大久保郵便局が移動して新しく開設し、使用する人が増えて車両と増触する

可能性が増えた。事故防止のため安全策を検討してほしい。車両停止位置の

変更、横断歩道の新設、電柱に飛び出し注意ステッカー貼付など、いずれか

を検討してほしい。

昨年度予算

で対応

①車両停止位置の変更、②横断歩道の新設につきましては、千葉県公安委員会の所管となりますことか

ら所轄となる習志野警察署にご要望をお伝えしたところ、①につきましては、「現状の停止位置が適正

であると考えます。」②につきましては、「設置要望箇所につきましては歩行者の滞留場所がないため

横断歩道の設置は困難です。」との回答でありました。

また、③車両への注意喚起につきましては、令和８年３月に電柱幕「とび出し注意」を設置いたしまし

た。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

本大久保
本大久保3丁目

町会

津田沼駅南口再開発

状況の情報共有のお

願い

11 7 その他

JR津田沼駅南口は市の表玄関であるとともに、商業活動の中心として市民に

活用されてきたが、再開発の計画が混迷して先が見通せない状況になってい

る。市の土地使用権は限られていて、本件の主体になれない状況は理解して

いるが、現状を更に広く告知することで、市民の不安を和らげていただきた

い。情報を広く告知することで、間接的に再開発加速の機運が高まることも

期待できると考えられる。(市のホームページでは本件が見つけにくく記載内

容もわかりづらい)

その他

ＪＲ津田沼駅南口地区で予定されている市街地再開発事業につきましては、本年５月２１日に施行予定

者である野村不動産株式会社から、建築費の動向を含めた社会情勢が見通せない状況であるため、本

事業を取りやめる意思はないものの、一時中断せざるを得ないとの文書が本市に提出されました。

このことにつきましては、文書提出のあった翌日の５月２２日に報道各社へプレスリリースを行い、市

ホームページに掲載いたしました。また、その後の報道等により、市民の皆様から多くのご質問やご

意見をいただいたことから、改めて、７月３日にYouTubeの動画配信の市長ニュースで「ＪＲ津田沼

駅南口・再開発の現状」について発信いたしました。その後、本年1月8日には、クラウドファンディ

ングで多くのご支援を頂いたパイプオルガンと老朽化する文化ホールの現状と今後の対応についても市

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 1



地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

11 11 本大久保
大久保中央第

二町会

自転車スビード防止

用ポール設置依頼の

件

大久保駅方向から自転通でスビードを落とさず(電動が多い)坂道を下ってく

るため、歩行者、他の自転車等のヒヤリハットが発している。特に本大久保

3丁目11番付近の保育園ができたことから、子どもを乗せスピードを出して

の通行は大変危険である。歩行者通路側に、スピードを落とすポールを設置

してほしい。（あまり通行量がない逆方向には設置済み）

その他

道路交通法においては、自転車は車両であることから、車道の左側を通行することとされております。

しかしながら、現地では歩道において、自転車と歩行者の往来が確認できましたので、令和8年度に

ポールの設置等を検討してまいります。本市では自転車が安全に通行できるよう「習志野市自転車交通

環境整備計画」を策定し、整備を進めていく方針としております。

現在は、ハミングロードにおいて自転車の通行位置と方向を示す青色の矢羽根型路面表示の整備を優

先的に行っているところでありますが、早期に整備効果を高めるため、令和７年度から施工方法の見

直しを行いました。

今後も順次取り組んでまいりますので、今しばらくお時間を頂ければ幸いです。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

11 12 本大久保
大久保中央第

二町会

車道のセンターライ

ンが消えている件

本大久保5丁目1番南側の車道のセンターラインが消えている。交通量の多い

道路のため確認のうえ付けてほしい。

今年度予算

に計上
令和８年度に車道のセンターライン及び外側線を補修してまいります。 都市環境部 道路管理課

道路の維持管理、改善

等

11 13 本大久保
大久保中央第

二町会
木の枝伐採依頼の件

本大久保3丁目8番付近のゴミ集積所の上に、大きな枝があり、4月から6月頃

にかけて多量の花が咲き集積所の上に落ちる。近所の住民が対応に苦労して

いる。ゴミ集積所上にかかっている枝を伐採してほしい。

昨年度予算

で対応

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。当該樹木については、プラッツ習志野敷地内の樹木であること

から、令和7年10月30日に剪定いたしました。今後も定期的な剪定を実施してまいります。
生涯学習部 社会教育課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める責任が

あることから、現地を確認し、所有者等に対し適切な管理を行うよう通知を行いました。
協働経済部

くらし安全

課(旧防犯安

全課)

11 15 本大久保
大久保中央第

二町会

雑草、木の枝との伐

採依頼について

本大久保3丁目8番付近の防火用水周辺の草木が多くはみ出して、防火管理上

問題があるため、定期的に伐採をしてほしい。

昨年度予算

で対応

当該樹木については、プラッツ習志野敷地内の樹木であることから、令和7年10月30日に剪定いたしま

した。今後も定期的な剪定を実施してまいります。
生涯学習部 社会教育課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

11 16 本大久保
大久保中央第

二町会

道路・排水路つまり

の改善について

大雨が降った時、排水路があふれる可能性がある。(2ヶ所)過去に、お年寄が

坂道のため水に足がとられてころんでしまった。水路に草やゴミがたまり、

排水されにくい。排水用蓋がボルト締めになっていて、住民が取り外しての

清掃ができない。

昨年度予算

で対応

令和８年１月に側溝清掃を実施しましたが、今後も側溝の状況を注視し、適宜側溝清掃を実施してまい

ります。
都市環境部 道路管理課

道路の維持管理、改善

等

11 17 本大久保
大久保中央第

二町会

道路にひび割れ発生

の件

本大久保2丁目5番付近の道路に、2か所のひび割れが発生している。小さな

ひび割れだが、大きな地震が発生した場合大きくなる可能性もあることか

ら、近隣の住民から調査してほしいとの要請がありましたので、確認の程よ

ろしくお願いします。

対応不可

当該道路につきましては、私道となっているため市において調査することは困難です。本市では、「習

志野市私道修繕要領」を策定し、一定の条件を満たす私道については応急的な修繕を行っております

ので、詳細につきましては、道路管理課へご連絡くださいますようお願いします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

ガードパイプにつきましては、令和7年12月に補修を行いました。 都市環境部 道路管理課

11 19 本大久保
本大久保4丁目

新生町会

プラッツ習志野付近

のベンチの新置

プラッツ習志野敷地内は全体的にベンチが少ないが、特に北館駐車場から広

場間にベンチの設置を要望する。
その他

以前より、ベンチ増設のご要望を利用者の方からいただいており、現状、出会いのひろばに2基設置し

ているところです。この度ご要望いただきました、北館おもいやり駐車場から広場の間の場所につき

ましては、傾斜地かつ通路となっていることから、ベンチの設置は難しいと考えております。なお、出

会いのひろばへのベンチの増設につきましては、引き続き検討してまいります。

生涯学習部 社会教育課 その他

11 20 本大久保
本大久保4丁目

新生町会
夜間照明設置 プラッツ習志野北館周りに夜間照明を設置してほしい。 対応不可

北館付近の照明につきましては、夜間に人がたむろするなど騒音等の一因となっていると認識している

ことから、防犯面とのバランスを鑑みたうえで適切な明るさとなるよう調整しているところです。この

ことを周知してまいります。

生涯学習部 社会教育課
カーブミラーや防犯灯

の設置

11 21 本大久保
本大久保4丁目

新生町会
花咲緑公園について

本大久4丁目付近の公園は、夏場虫が出るので薬の散布をお願いしたい。(前

はやっていただいた)

今年度以降

の予算で対

応・検討

消毒作業につきましては、虫が発生する前の消毒は効果が十分に得られないことから、発生状況を確認

してから行っております。虫の発生を確認した場合は公園緑地課までご連絡いただけますようお願いい

たします。

都市環境部 公園緑地課
公園・街路樹の維持管

理、改良等

11 14
公園・街路樹の維持管

理、改良等

11
道路の維持管理、改善

等

昨年度予算

で対応

本大久保

本大久保3丁目87番付近の住民が住んでいない敷地から、バス通りに向かっ

て木の技が伸びていてバスの通行歩行者の障害になっている。住民が住んで

いない家の処置方法はどうなっているのか。

大久保中央第

二町会

空き家の枝の伐採に

ついて

18 本大久保
大久保中央第

二町会

プラッツ習志野駐車

場脇道路の枝伐採及

び車両安全策の改善

プラッツ習志野駐車場脇通路の木の枝が伸びていて、自転車に乗っている子

供にあたる可能性があるため、伐採してほしい。また、車両用安全柵が破損

しているため、処置をしてほしい。

昨年度予算

で対応

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 2



地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

11 22 本大久保
本大久保4丁目

新生町会

町会内防犯カメラ設

置
町会内に防犯カメラ設置を望む。設置場所は、市役所内で決めて下さい。 対応不可

町会が望む防犯カメラの位置を市役所で決めることは困難です。

本市では町会・自治会等を対象とした「防犯カメラ設置費補助金制度」や、民間企業による自治会館

等への防犯カメラの無料設置、見守り自販機の設置などがございます。町会内でご検討いただきますよ

うお願いいたします。

協働経済部

くらし安全

課(旧防犯安

全課)

カーブミラーや防犯灯

の設置

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 3


